
「
勤
王
家
ニ
関
ス
ル
参
考

今
号
の
「
古
文
書
倶
楽
部
」
で
は
、
明
治
期
の
公
文
書

を
紹
介
し
ま
す
。
明
治
維
新
か
ら
約
四
十
年
後
、
知
事
官
房
で

書
類

」

其
の
一

作
成
さ
れ
た
戊
辰
戦
争
関
係
の
簿
冊
と
は
？
知
事
官
房
が
刊
行
し
た
本
と
は
？

こ
の
簿
冊
に
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
戊
辰
戦
争
時
に
遊
撃
隊
や
有
志
隊
と
し
て
活
躍
し
た

旧
秋
田
藩
士
に
よ
る
秋
田
県
知
事
あ
て
の
上
申
書
が
五
通
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
時
期
は
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）
か
ら
四
十
一
年
に
か
け
て
で
、
上
申
書
の
内
容
は
、
戊
辰
戦
争
で
功
績
を
挙
げ
た
我
々

の
事
績
を
調
査
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
上
申
書
に
は
、
参
考
資
料
と
し
て
小
冊
子
『
吉
川

父
子

秋
田
藩
勤
王
始
末

（
明
治
二
十
七
年
）
や
荒
川
秀
種
著
・
小
野
崎
通
亮
編
「
戊
辰
私
記

「
遊

』

」
、

撃
隊
戦
争
手
続
書

「
遊
撃
隊
軍
中
日
誌
抄
写

「
秋
田
沿
革
史
大
成
抄

、
そ
し
て
戦
争
関
連
の
絵

」
、

」
、

」

図
（
七
枚
）
を
添
付
す
る
と
あ
り
ま
す
。

戊
辰
戦
争
か
ら
約
四
十
年
が
経
過
し
、
次
第
に
人
々
の
記
憶
か
ら
明
治
維
新
の
争
乱
の
記
憶
が
薄
れ

て
い
く
中
で
、
戦
争
を
勝
利
に
導
い
た
の
は
自
分
た
ち
で
あ
り
、
こ
れ
が
公
的
に
認
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
時

が
過
ぎ
て
い
く
の
が
無
念
で
な
ら
な
い
。
そ
の
気
持
ち
が
上
申
書
か
ら
よ
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

秋
田
県
知
事
・
下
岡
忠
治
は
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
十
二
月
九
日
、
郷
土
史
家
・
真
崎
勇
助

。

「

」

に
勤
王
者
事
績
調
査
委
員
を
委
嘱
し
ま
す

そ
の
委
嘱
状
は
落
穂
文
庫

知
事
官
房
へ
出
頭
可
致
書
状

に
あ
り
ま
す
。

（
資
料
番
号

落
６
７
２
）

真
崎
ら
秋
田
県
知
事
官
房
調
査
委
員
は
、
明
治
四
十
一
年
九
月
『
秋
田
藩
戊
辰
勤
王
始
末
』
を
刊
行

（
請
求
記
号

２
１
―
３
３
―
７
１
２
）

し
ま
す
。
こ
の
本
は
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
こ
の
本
は
非
売
品
で
、
広
く
出
ま
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す

「
真
崎
勇
助
宛

。

史
料
取
調
に
関
す
る
書
状

を
見
る
と
、
明
治
四
十
四
年
九
月
十
四
日
、
真
崎
勇
助
は
知

」（
落
６
３
６
）

事
官
房
職
員
か
ら
戊
辰
戦
争
の
講
話
を
依
頼
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
際
知
事
官
房
職
員
は
『
秋
田
藩

戊
辰
勤
王
始
末
』
を
準
備
す
る
が
、
残
部
が
な
い
の
で
講
話
終
了
後
に
返
却
し
て
ほ
し
い
旨
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
当
時
か
ら
貴
重
な
本
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

公
文
書
の
簿
冊
と
古
文
書
の
落
穂
文
庫
、
そ
し
て
県
立
図
書
館
所
蔵
の
本
を
う
ま
く
使
え
ば
、
新
た

。

。

（

）

な
歴
史
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す

皆
様
ふ
る
っ
て
御
利
用
の
ほ
ど
を

畑
中
康
博

▲ 表紙

神宮寺での戦闘

▼

。の様子を描いた絵図
この他にも戊辰戦

争関係の絵図あり

今
月
の
お
す
す
め
資
料

（
資
料
番
号

９
３
０
１
０
３
―
１
１
４
６
３
）

勤
王
家
ニ
関
ス
ル
参
考
書
類

其
の
一
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一
面
で
取
り
上
げ
た
真
崎
勇
助
は
、
明
治
四
十
二

年
（
一
九
〇
九
）
秋
田
県
初
の
民
間
の
歴
史
研
究
団

「

」

。

、

体

秋
田
史
談
会

を
設
立
し
ま
す

そ
の
活
動
は

会
員
が
例
会
に
持
っ
て
き
た
古
文
書
を
真
崎
や
同
じ

く
郷
土
史
家
の
東
山
多
三
郎
が
解
説
す
る
と
い
う
も

の
。
こ
の
会
の
活
動
は
東
山
文
庫
「
秋
田
史
談
会
記

事

か
ら
分
か
り
ま
す
。

」（
Ａ
Ｈ
２
０
４
―
１
９
）

問
題
は
明
治
四
十
四
年
一
月
十
五
日
に
開
か
れ
た

第
十
三
回
例
会
の
記
事
。
こ
の
日
、
東
山
多
三
郎
は

元
禄
期
の
秋
田
藩
の
家
老
、
梅
津
忠
昭
の
日
記
を
持

っ
て
き
て
次
の
箇
所
を
会
員
に
紹
介
し
ま
し
た
。

三
月
十
四
日
（
元
禄
十
三
年
）

天
気
よ
し

一
今
酉
の
刻
、
大
嶋
小
助
よ
り
手
紙
参

候
。
今
日

と

り

ま
い
り
そ
う
ろ
う

於

殿

中
、
浅
野
内
匠
頭
殿
吉
良
上
野
介
を
後
よ
り

で
ん
ち
ゅ
う
に
お
い
て

た

く

み

の

か

み

こ
う

ず

け

の

す

け

二
太
刀
御
討
被
成
候
。
其
節
其
場
に
御
留
守
居
御

な

さ

れ

そ

う

ろ

う

そ

の

せ

つ

る

す

い

番
梶
川
与
惣
兵
衛
殿
と
申
す
衆
御
在
合
、
内
匠
殿

よ

そ

べ

え

あ
り
あ
わ
せ

御
討
の
小
サ
刀
御
取
候
由
。
上
野
介
殿
は
残
命
に

よ

し

て
屋
敷
へ
引
取
、
内
匠
殿
は
田
村
右
京
殿
へ
御
預

お

あ

ず

け

の
由
。
則
戸
田
能
登
守
殿
被
仰
付
、
於
御
評
定
所

よ

し

の

と

か

み

お

お

せ

つ

け

ら

れ

お
ひ
ょ
う
じ
ょ
う
し
ょ
に
お
い
て

御
詮
議
有
之
由
御
座
候
。

こ

れ

あ

る

よ

し

同
十
五
日

天
気
よ
し

前
略

浅
野
内
匠
殿

昨
晩
の
内
に
切
腹
被
仰
付

〈

〉

、

お
お

せ

つ

け
ら

れ

候
。
吉
良
上
野
介
殿
へ
は
、
疵
平
癒
次
第
前
度
の

通
り
可
相
勤
の
由
被
仰
出
候
云
々
。

あ

い
つ

と

む

べ
く

お
お
せ
い
だ
さ
れ
そ
う
ろ
う

う

ん

ぬ

ん
「

」

赤
穂
事
件
の
記
事
は
当
館
所
蔵

岡
本
元
朝
日
記

赤
穂
事
件
の
話

再
び
…

―
東
山
文
庫
「
秋
田
史
談
会
記
事
」
よ
り
―

に
あ
る
の
で
す
が
（

古
文
書
倶
楽
部
」
第
二
十
号

「

参
照
）
梅
津
忠
昭
の
日
記
に
も
あ
る
！
そ
こ
で
当
館

所
蔵
「
梅
津
忠
昭
日
記
抄

当
た

」
（
県
Ａ
―
１
４
２
）
を

っ
た
の
で
す
が
、
該
当
部
分
が
な
い
！

「
梅
津
忠
昭
日
記
抄
」
は
、
江
戸
時
代
に
「
梅
津

忠
昭
日
記
」
を
筆
写
し
た
も
の
。
と
す
る
と
、
東
山

多
三
郎
が
持
っ
て
き
た
日
記
は
、
そ
の
原
本
。

赤
穂
事
件
に
関
す
る
大
発
見
と
な
る

「
梅

で
あ
ろ
う

津
忠
昭
日
記
」
の
原
本
は
今
い
ず
こ
？

「
秋
田
史
談
会
記
事
」
は
複
製
本
が
閲
覧
室
に
あ

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
御
利
用
く
だ
さ
い
。

（

）

畑
中
康
博

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
元
禄
十
年
（
一
六

九
七
）
に
か
け
て
秋
田
藩
の
家
老
を
勤
め
た
宇
留
野

う

る

の

源
兵
衛
勝
明
は
、
家
老
就
任
直
前
の
天
和
元
年
、
藩

げ

ん

べ

え

次
の

主
佐
竹
義
処
の
世
子
義
林
に
政
治
の
あ
り
方
を

よ

し

ず

み

よ

し

し

げ

よ
う
に
説
い
て
い
ま
す
。

百
姓
よ
り
過
役
を
取
て
は
百
姓
之
御
仕
置
な
ら
ぬ

か

や

く

の

し

お

き

事
也
。
百
姓
困
窮
す
れ
ば
地
頭
士
窮
し
、
士
窮
す

な

り

じ

と

う

し

る
時
は

商

な
き
ゆ
へ
町
人
も
つ
ま
り
、
公
務
不
叶

あ
き
な
い

か
な
わ
ざ
る

故
国
守
に
難
来
る
也
。
百
姓
を
能
々
御
仕
置
可
被

ゆ

え

よ

く

よ

く

な

さ

る

成
御
事
、
是
御
国
之
本
に
御
座
候
。

べ

き

こ

れ

ご

ざ

そ

う

ろ

う

（
大
正
・
秋
田
県
史
二
冊
）

こ
こ
で
宇
留
野
は
、
領
内
の
百
姓
を
大
事
に
扱
う

。

こ
と
が
政
治
の
根
本
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す

し
か
し
家
老
と
な
っ
た
宇
留
野
源
兵
衛
は
、
元
禄
九

古
文
書
こ
ぼ
れ
話

宇
留
野
源
兵
衛
勝
明
の
功
罪

年
（
一
六
九
六
）
、
宇
治
の
茶
売
商
人
小
幡
屋
に
領
内
で

の
茶
の
独
占
販
売
を
認
め
ま
し
た
（
大
町
三
丁
目
記
録

永
代
帳
）
。
ま
た
翌
十
年
に
は
、
城
中
に
肴
を
納
品
す
る

権
利
を
、
そ
れ
ま
で
独
占
し
て
い
た
肴
町
以
外
の
商
人
に

与
え
ま
し
た
。
（
二
期
新
秋
田
叢
書
「
上
肴
町
記
録
」
）

こ
れ
は
藩
財
政
悪
化
の
中
で
、
販
売
権
を
新
規
の
商

人
に
与
え
る
こ
と
で
、
彼
ら
か
ら
の
上
納
金
で
藩
庫
を
潤

そ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で

販
売
権
を
得
て
い
た
商
人
は
、
宇
留
野
の
施
策
が
「
家
督

破
り
」
で
あ
る
と
騒
ぎ
立
て
ま
し
た
。

実
は
「
家
督
破
り
」
は
十
七
世
紀
中
頃
か
ら
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
の
規
模
は
小
さ
く
、
藩
は
取
り
締
ま
り
を
強
化

し
て
い
ま
し
た
。
宇
留
野
は
こ
れ
を
逆
手
に
と
り
、
財
政

窮
乏
の
打
開
策
と
し
て
行
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
施
行
し
て
み
る
と
、
家
督
町
商
人
が
一
斉

に
反
対
し
、
宇
留
野
は
失
脚
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

で
は
な
ぜ
宇
留
野
は
失
脚
し
た
か
？

藩
は
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
、
久
保
田
城
穴
門

脇
の
御
会
所
で
の
政
治
を
始
め
、
貞
享
四
年
（
一
六
八

七
）
か
ら
「
本
方
御
用
、
自
今
家
老
の
月
番
支
配
」
（
前
掲

も

と

か

た

県
史
）
と
あ
る
よ
う
に
、
月
番
の
家
老
が
藩
の
経
理
の
権

限
を
持
つ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
宇
留
野
は
合
議

制
を
無
実
化
し
、
自
ら
の
力
を
突
出
さ
せ
る
状
況
を
作

り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
財
政
難
の
起
死
回
生
策
「
家
督

破
り
」
は
、
家
督
町
商
人
の
反
対
の
声
が
上
が
る
や
、
他

の
家
老
は
宇
留
野
を
独
断
で
あ
る
と
非
難
し
、
失
脚
に

追
い
込
む
の
で
す
。

新
し
い
政
策
を
遂
行
す
る
に
は
、
担
当
者
間
の
意
思

疎
通
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
痛

感
さ
せ
ら
れ
る
で
き
ご
と
で
す
。

（
越
中
正
一
）
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